
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 令和2年度のまちづくり検討会を開始しました！

向ヶ岡弥生地区 

発行日：令和２年 1 1月 
発 行：  向ケ岡弥生地区まちづくり検討会 

文京区都市計画部地域整備課 

第 14 号 

お問い合わせ 
 〒112-8555　文京区春日一丁目16番21号   文京区 都市計画部 地域整備課 まちづくり担当  

（川合・岡田）  電 話：03-5803-1848（直通） 　メール：b402400@city.bunkyo.lg.jp 

　向ヶ岡弥生地区まちづくり検討会では、コロナウイルス感染症対策のため、対面での検討
会開催を当面の間延期し、しばらくは書面にて検討会を開催することに致しました。
　既に、6月・10月と2回の検討会を書面開催しており、検討会での意見交換の概要をまち
づくりニュース第14号にてお知らせいたします。

　検討会では、地域の課題解決や魅力アップに向けて、「まちのルール」について検討を重ね
ていますが、「まちのルール」には「地区計画」などの法的拘束力のあるものと、紳士協定など
の「任意のルール」など様々な種類のルールがあります。
　今年度の検討では、こうしたルールの種類も念頭に置いて具体的なルールの内容について
検討していく予定です。

　本地区では、地区にふさわしい環境や街並みを形成するために必要なまちづくりのルー
ルや取組について検討するため、平成29年10月にまちづくり検討会を設立しました。
　
　設立以降、まちあるきやアンケートを通した地域の資源・課題の把握や課題解決や魅力
アップのための手法の勉強・検討を進め、令和元年度末には地区の将来像や実現のための
ルールづくりについて、検討の中間まとめをご報告させていただきました。

　今年度は「建物の高さ」「宅地の規模」「壁面後退」「建物等の色彩」「緑化」「塀等の工作物
の作り方」や「店舗・民泊・ワンルームマンションの立地」について具体的なルールの必要性
や内容の検討を進めていきます。なお、検討結果をとりまとめた内容について、今年度の末
頃に権利者の方々へアンケート調査を行う予定です。ご協力、よろしくお願い致します。
　

【向ヶ岡弥生地区まちづくり検討会の経緯と今年度の検討内容について】

【地区計画とまちのルール等について】
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まちづくり検討会の開催

町会役員を中心とする協
議会において、新たなま
ちづくり検討組織の在り
方を検討

・地域の資源や課題の把握
・まちづくりのルール等の勉強会
・課題解決や魅力アップのための対応策
の検討
・地区の将来像の検討

・地区の将来像の検討とりまとめ
・実現に向けた具体的なルール等の検討
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・これまでの検討会や権利者アンケートの結果では、隣地側・道路側共に「壁面位置の後
退の制限は必要ない」という意見が多くありました。
・検討会では、ルールを定めた場合のメリット・デメリットを改めて整理し、他地域でのル
ールの事例などを踏まえ、改めて検討を行いました。
・改めて行った検討では、「ルールは必要である」に賛成した方が比較的多かったものの、
　「ルールは必要ない」とする意見も一定数あり、意見が分かれています。
・狭い敷地などに配慮した特例の必要性についても意見は分かれていますが、大規模な
共同住宅など、大きな敷地に対して制限を大きく定める方向性については賛成する方が
多くいました。

■ 道路側の壁面位置の後退について
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１.特に気にならないので、余計な制限になる

２.宅地の面積が小さい場合などに建物を建てにくくなる

３.すき間ができて防犯上問題である

４.その他

５.デメリットは無い・少ない
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１.建て詰まりによる防災面での悪化を防ぐことができる

２.宅地内の緑化が可能になる

３.地区のブランドや風格が守られる

４.ファミリー層にふさわしい規模の戸建て住宅を誘導できる

５.その他

６.メリットは無い・少ない
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１.宅地の分割は特に気にならないので、余計な制限になる

２.住宅の価格が高くなり、若い人が住めなくなる

３.相続の時に分割できなくなり、困る可能性がある

４.その他

５.デメリットは無い・少ない

　第1回の検討会では、今年度検討を深めていくテーマに関して、それぞれルールの必要性やルール内容の大きな方向性について、意見交換を行いました。意見交換の内容を踏まえ、今後の検討
会では、改めてルールを定めた場合のメリット・デメリットを整理したり、他地区の事例や参考情報などをお示しした上で、具体的なルール内容の検討を行います。
　第 2 回の検討会では、「建物の高さ」「宅地の規模」「壁面後退」について検討を進めましたので、意見の概要をお知らせいたします。

・これまでの検討会や権利者アンケートの結果では、右図のよ
うに「南側の地区（言問通り沿道は除く）の高さの最高限度を
17ｍとする」に賛成の方が多いことが分かっています。
・制限をかけるによって既存不適格となる建物については、１
回に限り同規模の建物に建て替えられるような特例を区では
認めていく方向性についても共有しました。
・検討会でも「南側の地区（言問通り沿道は除く）の高さの最
高限度を17ｍとする」に賛成の方が多くいましたが、「高さの
最高限度を17ｍより低く定めたい」といった意見や「既存不適
格への特例は一般の人には伝わりづらいのではないか」等の
懸念のご意見も出されました。

【第1回・第2回検討会の意見概要について】

■ 建物の高さについて
・これまでの検討会や権利者アンケートの結果では、隣地側・道路側共に「壁面位置の後退
の制限は必要ない」という意見が多くありました。
・検討会では、ルールを定めた場合のメリット・デメリットを改めて整理し、他地域でのルー
ルの事例などを踏まえ、改めて検討を行ったところ、ルールを必要と考えるご意見が多いも
のの、具体の数値については「50㎝程度」「50㎝よりも広く/狭く定める」など、意見が分かれ
ました。
・ルールの設定にあたって「狭い敷地や間口の小さい敷地等に配慮した制限の特例を設け
る」かどうかは意見が分かれています。また、大規模な共同住宅の建築による周辺への影響
を緩和するため、　下記の参考事例のように、「共同住宅など広い敷地に対して制限を大き
く定める」可能性についても意見が分かれています。

■ 隣地側の壁面位置の後退について

・これまでの検討会や権利者へのアンケート調査では、宅地面積の最低制限を定める必要
性については意見が分かれていました。
・検討会では、ルールを定めた場合のメリット・デメリットを改めて整理し、他地域でのルー
ルの事例、周辺地域における宅地の取引情報などを踏まえ、改めて検討を行いました。
・検討会では、望ましい宅地面積の最低限度について「60㎡程度」と考える方が多くいました
が、「80㎡以上」や「住宅価格や税金の高騰が懸念されるため、宅地面積の最低限度は定め
る必要がない」というご意見もありました。

■ 宅地面積の最低限度について

 
高度地区 

※出典：文京区防火・高度地区図 
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出典：世田谷区旭小学校周辺地区地区計画パンフレット

参考　敷地面積や建物の高さに応じて壁面後退の大きさを変えている例（世田谷区旭小学校周辺地区地区計画の例）

この地区では、500㎡を境に隣地境界から
壁面後退する距離を変えています。

この地区では、一定の高さ以上の建物に対して壁面後退の
ルールを定め、さらに大きい建物に対してはその距離を大
きくしています。
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１.建て詰まりによる防災面での悪化を防ぐことが出来る

２.建物のメンテナンスのための空間を確保出来る

３.大規模な共同住宅の建築による周辺への影響を緩和

４.その他

５.メリットは無い・少ない


